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新
し
い
被
保
険
者
証
（
カ
ー
ド
）
を

３
月
末
に
世
帯
主
へ
郵
送
し
ま
す
。
紛

失
な
ど
に
注
意
し
、
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
に

交
付
さ
れ
て
い
る
高
齢
受
給
者
証
（
負

担
割
合
が
１
割
の
方
の
み
）
も
３
月
末

に
郵
送
し
ま
す
。

　
古
い
被
保
険
者
証
は
４
月
以
降
、
各

自
で
廃
棄
し
て
い
た
だ
く
か
、
各
支
所

窓
口
ま
た
は
市
役
所
保
険
年
金
課
へ
ご

返
却
く
だ
さ
い
。

４
月
１
日

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
の
切
り
替
え
は
、です

社
会
保
険
に
加
入

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か

㊫
の
被
保
険
者
証
を

交
付
し
て
い
ま
す

有
効
期
限
を

ご
確
認
く
だ
さ
い

毎年

　
就
職
な
ど
で
会
社
等
の
健
康
保
険
に

加
入
さ
れ
た
方
で
、
高
島
市
の
国
民
健

康
保
険
の
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
方

は
、
資
格
喪
失
手
続
き
が
必
要
で
す
。

新
し
い
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
も
、

国
民
健
康
保
険
の
資
格
は
自
動
的
に
は

喪
失
し
ま
せ
ん
。
保
険
税
が
か
か
り
続

け
ま
す
の
で
、
必
ず
各
支
所
窓
口
ま
た

は
市
役
所
保
険
年
金
課
で
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。
喪
失
手
続
き
を
さ
れ
ず
に

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
使
用
さ

　
国
民
健
康
保
険
は
、
住
民
登
録
さ
れ

て
い
る
市
町
村
で
ご
加
入
い
た
だ
く
こ

と
が
原
則
で
す
が
、
高
島
市
の
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
方

が
、
大
学
や
高
校
な
ど
に
就
学
の
た
め

に
転
出
さ
れ
る
場
合
に
、
特
例
と
し
て

㊫
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
交

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
交
付
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
各
支
所
窓
口
ま
た
は

　
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
有
効

期
限
は
平
成
26
年
３
月
31
日
で
す
。

　
た
だ
し
、
次
の
方
は
有
効
期
限
が
年

度
途
中
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

 

退 

の
被
保
険
者
証
を
お
持
ち
の
方
で

65
歳
に
な
ら
れ
る
方

　
有
効
期
限
は
65
歳
の
誕
生
月
の
月
末

ま
で
と
な
り
ま
す
。

75
歳
に
な
ら
れ
る
方

　
有
効
期
限
は
75
歳
の
誕
生
日
の
前
日

ま
で
と
な
り
ま
す
。
75
歳
か
ら
は
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
変
わ
り
ま
す
。

　
新
し
い
被
保
険
者
証
は
郵
送
し
ま
す

の
で
手
続
き
は
不
要
で
す
。

れ
た
場
合
、
会
社
等
の
健
康
保
険
の
資

格
が
発
生
し
た
時
点
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

医
療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・
現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
の

　
被
保
険
者
証

・
新
し
く
加
入
さ
れ
た
社
会
保
険
等
の

被
保
険
者
証

・
印
鑑

市
役
所
保
険
年
金
課
で
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。
㊫
の
被
保
険
者
証
の
交
付

は
毎
年
申
請
が
必
要
で
す
。

【
手
続
き
に
必
要
な
も
の
】

・
お
持
ち
の
被
保
険
者
証

・
有
効
期
限
ま
た
は
発
行
年
月
日
が
平

成
25
年
４
月
１
日
以
降
の
学
生
証
、

在
学
証
明
書
等

・
印
鑑

国
保

こ
ん
な
と
き
に
は

届
出
が
必
要
で
す

国
民
年
金
後
納
保
険
料
納
付
書
の

使
用
期
限
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
が
加
入
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
20
歳
に
な
っ

た
と
き
だ
け
で
な
く
、
厚
生
年
金
や
共

済
組
合
等
に
加
入
し
て
い
た
会
社
を
辞

め
た
本
人
や
、
そ
の
人
に
扶
養
さ
れ
て

い
た
配
偶
者
も
届
出
が
必
要
で
す
。
も

し
、
届
出
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
年
金

　
過
去
10
年
間
に
納
め
て
い
な
い
国
民

年
金
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
24
年

10
月
か
ら
３
年
に
限
り
後
納
制
度
を
利

用
し
て
納
付
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。

○
後
納
保
険
料
納
付
書
の
使
用
期
限
は

当
時
の
該
当
月
か
ら
10
年
目
の
月
の
末

日
で
す
。
使
用
期
限
を
経
過
す
る
と
納

付
で
き
ま
せ
ん
。

　
例
：
平
成
15
年
４
月
分　

⇐　

　
（
使
用
期
限
）
平
成
25
年
４
月
30
日

届
出
が
必
要
な
と
き

異
動
の
内
容

持
参
す
る
も
の

届
出
先

20
歳
に
な
っ
た
と
き

（
厚
生
年
金
や
共
済
年

金
加
入
者
を
除
く
。）

第
１
号
被
保
険
者
と
な
り

ま
す
。

・
印
鑑

 　
（
本
人
自
署
の
場
合
は
不
要
）
保
険
年
金
課

各
支
所

退
職
し
た
と
き

（
厚
生
年
金
や
共
済
年

金
加
入
者
の
場
合
）

第
２
号
被
保
険
者
か
ら
第

１
号
被
保
険
者
に
な
り
ま

す
。

（
第
３
号
被
保
険
者
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。）

・
印
鑑

　
（
本
人
自
署
の
場
合
は
不
要
）

・
年
金
手
帳

・
社
会
保
険
を
抜
け
た

　
証
明
書

保
険
年
金
課

各
支
所

配
偶
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
た
が
、
配
偶
者

が
厚
生
年
金
、
共
済

年
金
を
辞
め
た
と
き

第
３
号
被
保
険
者
か
ら
第

１
号
被
保
険
者
へ

・
印
鑑

　
（
本
人
自
署
の
場
合
は
不
要
）

・
年
金
手
帳

・
社
会
保
険
を
抜
け
た

　
証
明
書

保
険
年
金
課

各
支
所

額
が
少
な
く
な
っ
た
り
受
け
取
れ
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
届
出
を

し
ま
し
ょ
う
。

○
保
険
料
の
加
算
額
は
年
度
（
４
月
１

日
～
３
月
31
日
）
に
よ
り
定
め
ら
れ
ま

す
。
前
年
度
に
発
行
さ
れ
た
納
付
書
は

使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
次
の
国
民
年
金
保
険
料
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
ま
た
は
お
近
く
の
年
金
事

務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※０５０と０７０の番号から始まる電話から
おかけになる場合  ０３ー６７３１ー２０１５

　お問い合わせの際は、基礎年金番号がわか
るものをご用意ください。
　

〈受付時間〉
　月～金曜日　８時 30 分～ 17 時 15 分

※月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）
は 19 時まで延長
第２土曜日　９時 30 分～ 16 時 00 分

※祝日、12 月 29 日～ 1 月 3 日はご利用
いただけません。

年
金

お問い合わせは、
『国民年金保険料専用ダイヤル』へ

０５７０－０１１－０５０


